
 

事 務 連 絡  

令和５年１月 24 日 

 

地方厚生（支）局医療課  御中 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 保 険 課  

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課  

 

 

東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置に係る 

一部負担金等免除証明書の取扱いに関する周知のお願い 

 

 

医療保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り

厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、別添のとおり、各関係機関宛てに事務連絡を作成いたし

ましたので、地方厚生（支）局におかれましては、その内容について御了知の

上、各関係機関に対し周知を図られますようお願いいたします。 

 



 

事 務 連 絡 

令和５年１月 24 日 

保険医療機関 

保険薬局          御中 

訪問看護ステーション  

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 保 険 課  

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課  

 

 

東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置に係る 

一部負担金等免除証明書の取扱いに関するポスターの送付について 

 

 

医療保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置の対象となった方々（以下

「免除対象者」という。）が、実際に一部負担金の免除を受けるためには、保険医療

機関等の窓口で、有効期限の切れていない一部負担金等免除証明書（以下「免除証明

書」という。）を提示することが必要です。 

こうした免除証明書の取扱いについては、免除対象者に御理解いただく必要がある

ことから、当該取扱いを周知するためのポスター（「医療機関等で受診される東日本

大震災の被災者の皆さまへ」）を国民健康保険団体連合会経由で後日送付させていた

だきますので、窓口に掲示する等、被災者に対しての周知に御協力いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

別添 


